
 

 

城南中学校部活動に係る活動方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ はじめに  

   部活動は、興味と関心をもつ生徒が、部活動を通して交流したり、より高い水準の技能や記録に挑

戦したりする中で、その部活動の楽しさや喜びを味わい、豊かな学校生活を経験する活動であり、部

活動の教育的意義は大きく、個性の伸長や規範意識の高揚、異年齢での人間関係の構築等、大きな役

割を果たしている。また、日ごろの練習の成果を大会やコンクール等で発揮することにより、達成感

や充実感又は悔しさなどを味わうことは、人間形成にとって重要な機会であり、城南中学校の学校教

育目標「希望と愛をはぐくむ美と活力の学校」を育成する大変意義ある教育活動の一つである。 

   城南中学校部活動に係る方針は、部活動の意義や目的を改めて確認し、生徒や保護者、指導者にと

っても、安全で充実した活動となり、生徒主体の教育活動として、部活動が適切に運営されることを

目指します。 

 

２ 部活動の意義 

部活動は学年・学級の所属を離れ、共通の興味・関心をもつ生徒をもって組織し、文化的・芸術

的・体育的な活動のいずれかを選択する。下記の３項目を目的として個性・能力の伸長を図り、強

固な精神力、健全な身体、自主性や豊な心を培い、望ましい人間関係をつくることを幅広く援助し

ようと考え行うものとする。 

（１） 部活動は、教科を離れ、個々の生徒が持っている興味・関心を追及する活動を体験させる。そ

のことにより、個性の伸長に役立てるとともに、興味・関心をさらに高め、特技を伸ばし、生涯

学習の基礎作りとすることを目的とする。 

（２） 部活動は、異年齢間の集団が多彩な活動を展開することにより、上級生と下級生とが協力し合

い、互いの人格形成上好ましい影響を与え合うことを目的とする。 

（３） 部活動は、自己の責任の遂行や根気の強さが大切となる。また、自分の考えを積極的に表現す

る機会を多くするなど、自主性の育成を目的とする。 

 

３ 適切な運営のための体制整備 

 （１）年間の活動計画の策定等 

   ア 部活動顧問は、年間の活動計画（活動日、休養日及び参加予定大会日程等）並びに毎月の活動 

計画及び活動実績（活動日時・場所、休養日及び大会参加等）を作成し、校長に提出する。 

   イ 校長は、活動方針及び上記アの活動計画等を学校のホームページへの掲載等により公表する。 

 

 （２）指導・運営に係る体制の構築 

   ア 校長は、生徒や教員の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全確

保、教員の長時間勤務の解消等の観点から円滑に部活動を実施できるようにする。 

   イ 校長は、部活動顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑み、教員の他

の校務分掌や、部活動指導員の配置状況を勘案した上で行うなど、適切な校務分掌となるよう留



意するとともに、学校全体としての適切な指導、運営及び管理に係る体制の構築を図る。 

   ウ 校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各部の活動内容を把握し、生徒が安全

に活動を行い、教員の負担が過度とならないよう、適宜、指導・是正を行う。 

   エ 校長は、教員の部活動への関与について、「学校における働き方改革に関する緊急対策（平成

29 年 12 月 26 日文部科学大臣決定）及び「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並

びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について（平成 30年２月９日

付け 29文科初第 1437号）」を踏まえ、法令に則り、業務改善及び勤務時間管理等を行う。 

 

４ 部活動の適切な休養日の設定について 

（１）休養日の設定や活動時間は、以下を基準とする。 

ア 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日

（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とする。週末に大会・コンクール等へ

の参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。） 

イ 長期休業中は、学期中の休養日の設定に準じ、学校閉庁日及び年末年始（１２月２９日から１

月３日まで）は、休養期間とする。 

ウ １日の活動時間は平日２時間程度、休業日は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的で

かつ効率的・効果的な活動を行う。 

 （２）部活動の特性や実態により年間を見通した長期的な視点で活動時間や休養日を設定する必要が

ある場合は、（１）の休養日数と同数以上になるように設定する。 

 （３）休養日の設定に当たっては、保護者の要望なども取り入れながら設定する。 

また、部活動等を欠席したい旨の申し出があった場合についても、適切に対応する。 

 

５ 部活動 活動計画 

 （１）部活動の数 

    次の部活動を設置する 

運動部 文化部 

１ 軟式野球部 ９ 美術部 

２ サッカー部 １０ 音楽部 

３ 男子バスケットボール部 １１ 科学部 

４ 女子バスケットボール部 １２ ＥＳＳ部 

５ 女子バレーボール部 １３ 生活部 

６ 男子ソフトテニス部  

７ 男子卓球部 

８ 女子卓球部 

  

 



（２）活動日時 

   ア 平日 

    ・活動曜日 月・火・水・木・金（１日以上の休養日を設定） 

    ・活動可能時間 

     １日の活動時間を朝練習・放課後練習・準備・片付けを含めて長くとも２時間程度とする 

月 活動可能時間 下校時間 月 活動可能時間 下校時間 

４ 7:20～8:00 15:55～17:45 18:00 10 7:20～8:00 15:55～17:00 17:15 

５ 7:20～8:00 15:55～17:45 18:00 11 7:20～8:00 15:55～16:30 16:45 

６ 7:20～8:00 15:55～17:45 18:00 12 7:20～8:00 15:55～16:30 16:45 

７ 7:20～8:00 15:55～17:45 18:00 １ 7:20～8:00 15:55～16:45 17:00 

８ 7:20～8:00 15:55～17:45 18:00 ２ 7:20～8:00 15:55～17:15 17:30 

９ 7:20～8:00 15:55～17:30 17:45 ３ 7:20～8:00 15:55～17:30 17:45 

   イ 休日 

    ・土曜日、日曜日のうちいずれかの１日以上の休養日を設定する。 

    ・活動時間 

準備・片づけを含めて長くとも３時間程度とする。 

   ウ 長期休業中 

    ・学期中の休養日の設定に準じ、学校閉庁日及び年末年始（１２月２９日から１月３日ま 

で）は休養期間とする。 

   エ 部活動の特性や実態により年間を見通した長期的な視点で活動時間や休養日を設定する必要

がある場合は、４（１）の休養日数と同数以上になるように設定する。 

   オ 連続して２時間以上部活動を実施する場合は、途中１０分程度の休憩時間を設定する。 

 

６ 部活動見学及び仮入部期間について 

（１）部活動見学期間 

  ア 見学時間は、１６：３０までとし、見学時間を守ること。 

  イ 各部活の部長は、見学にきた生徒を名簿に記入し、顧問に提出すること。 

    

（２）仮入部期間 

  ア 活動時間は、１７：１５までとする。 

  イ １度も部活動見学をしていない部活動に仮入部することはできない。 

  

  

 



７ 本入部について 

（１） 本入部届を提出するためには、最低 1日の当該部活動への仮入部期間を設けること。 

（２） 無所属の生徒が本入部を希望する場合には、担任・当該部活動顧問と話しあい、仮入部期間をへ

て、部活動顧問に本入部届を提出すること。 

（３） 転部を希望するものは、担任・部活動顧問・転部希望の部活動顧問と話しあい、仮入部期間をへ

て、新たな部活動顧問に転部届を提出すること。 


